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中国でのドメイン紛争に関する 

企業の実務的対策 
 

1. ドメインネームに関する紛争 

 

 ドメインネーム(domain name)は、コンピュータネットワークに

おいて個々のコンピュータを識別する名称の一部ですが、多く

の企業は自社のウェブサイトを開くにあたり、各自の商号又は

商標等をドメインネームとして登録し使用していることから、企

業にとって重要な価値を有するようになっています。 

 

 他方で、ドメインネームは本来的に、誰でも早い者勝ちで登

録することが可能なため、転売利益を得る目的等から著名な

企業名などのドメインネームを登録・保有する、いわゆるサイ

バースクワッターが増加しております。 

 

 サイバースクワッターによる行為が紛争に発展するケース

(以下｢ドメインネーム紛争｣といいます)には、具体的に、①登

録されたドメインネームを実際の商標権者又は商号権者等に

高値で売り付ける場合、②ドメインネームが使用されたウェブ

サイトで実際の商標権者又は商号権者等の商品と同一又は

類似の商品を販売する場合、③ドメインネームが使用された

ウェブサイトで実際の商標権者又は商号権者等の事業とは関

係ない事業を運営し、潜在的な顧客がそちらに誘導されるこ

と等により商標権者又は商号権者等に悪影響 1を及ぼす場合

等があげられます。 

 

 中国では、以前は①の被害事例が多くみられましたが、最

近は②や③の事例が増加し、特に②の事例による模倣品被

害の拡大が大きな問題となっています。 

 

 このような状態を放置しておくことは、企業のビジネスチャン

スの逸失、模倣品による知的財産権侵害、レピュテーションリ

スク等のリスクが生じうることから、適切な措置を講ずる必要

があります。そこで今回は、中国におけるドメインネーム紛争

の対処について、最近の動向を踏まえて紹介します。 

 

2. 事例 

 

 例えば、(ⅰ)貴社(X 社)に対して、中国のドメイン登録業者な

どから、X 社の商標と類似する登録済みの｢.net｣や｢.cn｣ドメイ

ンを買い取るように求められた場合に、どのような対応が考え

られるでしょうか。また、(ⅱ)X 社が日本国内及び X 社の中国

子会社(A 社)を通じて中国国内で販売している商品が、X 社

及び A 社とは無関係の複数のウェブサイト上で正規代理店を

装って販売されている場合に、X 社及び A 社としては、どのよ

うな対応が考えられるでしょうか。 

 

 (ⅰ)の場合は、先述しました典型的なサイバースクワッター

による例であることから、後述するドメインネーム紛争の対処

方法により解決を図ることになります。(ⅱ)の場合は、例えば

当該サイトにおいて X 社又は A 社が中国で登録している商

標が無断で使用されている場合には、商標権侵害に基づく主

管機関への処分の申立又は民事訴訟の提起が考えられま

す。また、当該ウェブサイトのドメインに X 社又は A 社が中国

で登録している商標又は商号が含まれている場合には、(ⅰ)

の場合と同様の方法により解決を図ることになります。 

 

 以下では、ドメインネーム紛争の対処方法を中心に論じるこ

ととします。 

 

3. ドメインネーム紛争の対処方法 

 

 ドメインネーム紛争に対する法的措置としては、①行政処罰

の申立、②ドメインネーム仲裁(裁判外紛争解決)、③民事訴

訟の方法が考えられます(他に任意の手段として、交渉を通じ

て当該ドメインを買い取ることも考えられますが、サイバース

クワッターは往々にして法外な価格での買い取りを要求する

ため、交渉ではまとまらないケースが多いと言われています。

そこで実務的には、第三者に見えるダミーを立てて買い取り

交渉を行うケースもよく見られます)。 

 

 ①の行政処罰の申立は、(a)インターネット情報サービスを提

供するウェブサイトが所在地の省レベルの通信管理局の許可

を取得していない場合又は届出手続を行っていない場合、(b)
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虚偽の許可・届出を行っている場合、又は(c)当該ウェブサイト

上で詐欺行為等が行われている場合に申立ができます。 

 

 ただ、その効果としては相手方に対する行政処罰に止まり、

申立人側が当該ドメインネームを取得することはできず、そこ

で②③の措置も必要となります(状況に応じて②③を選択する

ことになります)。 

 

4. 紛争処理の前提となる情報の確認 

 

 ドメインネーム紛争に対する上記措置を講ずる前提として、

以下の申立人及び被申立人の情報を確認する必要がありま

す。 

 

(1) 申立人の有する権利の確認 

 

✓ 商標権の確認 

 申立人が中国国内において有効な商標権を有してい

ることの確認。2 

 

✓ 商号権の確認 

 工商局で申立人の企業名が登録されていること。登録

された会社名称の中の特徴がある部分が相手方ドメイ

ンネームと一致していること。 

 

(2) 相手方のウェブサイトの性質の確認 

 

✓ ICP 許可・届出情報の確認 

 中国のウェブサイトには、経営性ウェブサイト及び非経

営性ウェブサイトがあります 3が、経営性ウェブサイト又

は非経営性ウェブサイトのいずれであっても、工業和信

息化部の関連許可届出検索システムにより、当該ウェ

ブサイトの許可・届出情報を確認することができます。 

 経営性ウェブサイトを利用するための許可の取得に制

限があるため、サイバースクワッターは非経営性ウェブ

サイトを利用するのが一般的です。そこで、以下では非

経営性ウェブサイトを念頭において説明します。 

 

✓ WHOIS4情報の確認 

 ICPを通信部門 5で登録していないために上記方法で

ウェブサイトの情報を探すことができない場合は、専門

のウェブサイト6にアクセスすることで当該ウェブサイトの

WHOIS情報を取得することができます。WHOIS情報によ

り、当該ウェブサイトの登録者、登録日時、登録者の住

所、登録者連絡先、サーバー所在地等の情報を確認す

ることができます。 

 

5. 紛争処理方法の選択 

 

 上記のとおり、ドメインネーム紛争に対する措置を講ずる前

提として必要な情報を確認した後に、紛争処理方法を選択す

る必要があります。 

 

(1) 行政処罰の申立 

 

 要件 処罰 

所在地の省レベルの

通信管理局 

① 非経営性インターネッ

ト情報サービスを提供

するサイトが、所在地

の省レベルの通信管

理局へ届出7を行わな

い場合 

➢ 期限付きで是正命令

が下され、かつ 1 万

元の罰金が課され

る。是正しない場合、

ウェブサイトが閉鎖さ

れる。 

② 虚偽の事実に基づい

て届出手続を行った

場合8 

➢ ウェブサイトが閉鎖さ

れ、届出が取り消され

る。 

工業和信息化部9 ① インターネット情報

サービスを提供する

ウェブサイトが所在地

の省レベルの通信管

理局の届出手続を

行っていない場合 

② 虚偽の事実に基づい

て届出手続を行った

場合 

③ 当該ウェブサイト上で

詐欺行為等が行われ

ている場合10 

➢ 工業和信息化部は、

当該事実を確認後、

届出の取消や関係企

業又は人員の責任を

追及する権限を有す

る。 

 

 前述の通り、(a)工業和信息化部の関連許可届出検索シス

テムにおいて ICP 届出情報が確認できない場合(届出がなさ

れていない場合)、(b)虚偽の事実に基づいて ICP 届出手続が

なされた場合、(c)当該ウェブサイト上で詐欺行為等が行われ

ている場合には、通信部門(申立先は、省レベルの通信管理

局又は中央の工業和信息化部のいずれでも可)に行政処罰

の申立をすることができます。 

 

 この場合、申立人の企業側が商標権、商号権を有すること

は必要条件ではなく、迅速かつ簡易に申立ができるメリットが

ありますが、他方で、当該行政処罰が行われた場合であって

も、申立人側で当該ドメインネームを取得することはできない

ため、企業側の要望に合致しない面もあります。 

 

(2) ドメインネーム仲裁(裁判外紛争解決) 

 

 アジアドメインネーム 

紛争解決センター 

中国インターネット 

情報センター 

対象ドメイン

ネーム 

｢.aero、.asia、.biz、.cat、.com

、.coop、.info、.jobs、.mobi、.

museum、.name、.net、.org、.

｢.cn｣又は中国語のドメインで

あり、かつ、登録後 2 年未満 
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pro、.tel、.travel｣ 

適用の要件 ① 申立人が権利を有する商

標又はサービスマークと

ドメインネームが同一又

は混同を招くような近似

性がある場合 

② 申立ての対象となってい

るドメインネームに関し

て、相手方が権利又は正

当な利益を有しないと考

える理由11 

③ 相手方のドメインネーム

の登録・使用に悪意があ

る場合 

① 申立人が民事権利を有

する名称又はロゴとドメイ

ンネームが同一又は混同

を招くような近似性がある

場合 

② 申立ての対象となってい

るドメインネームに関し

て、相手方が権利又は正

当な利益を有しない場合 

③ 相手方のドメインネーム

の登録・使用に悪意があ

る場合 

悪意の認定

方法12 

① 相手方が、商標権者であ

る申立人又はその申立

人の競業者に対して、ドメ

インネームの取得の直接

の支払金額を超えた対価

にて売買、賃貸又は譲渡

することを主たる目的とし

て、そのドメインネームを

登録又は取得している場

合 

② 申立人がドメインネーム

として使用できないよう妨

害するために、相手方が

そのドメインネームを登

録する等の妨害行為が

定型化している場合 

③ 相手方が、競合者の事業

を妨害することを主たる

目的として、ドメインネー

ムを登録している場合 

④ ドメインネームの使用に

より、商業的利益を得る

目的のために、ウェブサ

イト、オンラインロケーショ

ンの、又はそれらに登場

する製品・サービスの、出

所(ソース)・スポンサー

シップ・取引提携関係・推

奨について、相手方の標

章との混同の危険を生じ

させ、インターネットの

ユーザーをそのウェブサ

イト又はその他のオンラ

インロケーションに意図

的に引き寄せるために、

使用している場合13 

① 申立人又はその申立人

の競業者に対して、売

買、賃貸又は譲渡するこ

とにより不正の利益を取

得する目的で、ドメイン

ネームを登録している場

合 

② 相手方がそのドメイン

ネームの形で法的利益

の有する名称又はロゴを

使用することを阻止する

目的で、他人の法的利益

の有する名称又はロゴを

複数ドメインネームとして

登録する場合 

③ 相手方が申立人のビジネ

ス上の名誉を毀損し、正

常な業務活動を妨害し、

又は申立人を混乱させる

ことを主たる目的でドメイ

ンネームを登録している

場合14。 

 

効果 ドメインネーム登録を抹消、

移転又は変更できる。 

ドメインネーム登録を抹消、

移転又は変更できる。 

 

 行政処罰が行われた場合は、申立人側で相手方(ドメイン

ネームの所有者を指します 15。以下同様)が登録しているドメ

インネームを取得(移転)できないことから、当該ドメインネーム

を取得するために、ドメインネーム仲裁を提起することも可能

です。前出の表のとおり、ドメインネームの種類に応じて管轄

機関が異なることから注意が必要です。 

 

(3) 民事訴訟 

 

適用範囲 中国において運営されているドメインネーム 

侵害の要件16 ① 原告が保護を求める民事上の権利が合法的かつ有

効である場合。 

② 被告のドメインネーム又はその主要部分が原告の

馳名商標の複製、模倣、翻訳又は音訳である場合、

又は原告の登録商標、ドメインネーム等と同様若しく

は類似する場合、又は関連公衆の誤解を十分に招く

場合。 

③ 被告が当該ドメインネーム又はその主要部分につい

ての権利を有さず、当該ドメインネームを登録、使用

する正当な理由がない場合。 

④ 被告の当該ドメインネームの登録、使用について悪

意17がある場合。 

被告の特定 ドメインネーム仲裁の場合は相手方のドメインネームさ

え分かれば被申立人の特定として十分であるのに対し

て、訴訟の場合は被告(ウェブサイトの所有者・登録者

等)を特定する必要があり、実務上も十分に特定できな

い場合が多いので注意を要する。 

土地管轄 ｢最高人民法院インターネットドメインネームに関する民

事紛争事件の審理における法律適用の若干問題につ

いての解釈｣によれば、ドメインネームに係わる権利侵

害紛争事件は、権利侵害行為地又は被告の所在地の

中級人民法院が管轄する。権利侵害行為地及び被告

の所在地を特定しにくい場合、原告が当該ドメインネー

ムを発見したサーバーの所在地を、権利侵害行為地と

みなすことができる(第 2 条)。 

 

 ドメインネーム仲裁は、仲裁機関ごとに別個独立の要件が

定められていることから、仲裁を提起できる条件に合致しない

場合には、民事訴訟の提起を検討することになります。 

 

(4) 申立等の時期 

 

 

 

 上記の図のとおり、行政処罰の申立、ドメインネーム仲裁の

申立、民事訴訟の提起は同時に行うことができます。行政処

罰の申立の効果はウェブサイトの閉鎖にすぎず、当該ドメイン

ネームを取得することはできないため、行政処罰の申立とドメ

  

偽サイト 

の発見 

 

仲裁裁定を 

下した際 裁判判決を下した際 

行政処罰の申立 

民事訴訟提起 

ドメイン仲裁 

各措置を講ずることが可能な時点 
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インネーム仲裁の申立又は民事訴訟の提起は同時に進めた

方がよいと思われます。 

 

 なお、アジアドメインネーム紛争解決センター及び中国イン

ターネット情報センターの仲裁規則によれば、ドメインネーム

仲裁手続きの開始前又は終結後に、いずれかの当事者が人

民法院に民事訴訟を提起することを妨げられないことから、ド

メインネーム仲裁の裁定に異議がある場合は、管轄権を有す

る中級人民法院に民事訴訟を提起することができます。 

 このように、実務上は、仲裁申立と訴訟提起との間に先後

関係はありません。 

 

6. 最後に 

 

 中国のウェブサイト総数は 2012 年 6 月時点において約 873

万個に上り、2012 年 1 月から 2012 年 6 月までの半年間に、

新たに 98 万個のウェブサイトが登録されております18。このよ

うな多数の新規登録ウェブサイトの中には、多かれ少なかれ

本稿で取り上げているようなウェブサイトが存在するのが現状

と思われます。 

 

 一見すると、このようなウェブサイトを放置しておいても、企

業にとって直接の影響はないようにも思えます。しかし、急速

に発展していくネット社会の中で、このようなウェブサイトによ

りレピュテーション等の被害を受けている企業も多数存在して

います。中国においても様々な法的救済手段が存在してお

り、これらを駆使して対処していくことが重要と思われます。 

 

                                                   
1  例えばポルノサイトのほか、企業のイメージを損なうサイトの運営

等がこれに該当します。 

2  中国商標法上の馳名商標(第 13 条参照)に該当するときは、当該

商標の翻訳又は音訳と相手方ドメインネームが同一又は類似して

いる場合にも保護が及びます(｢最高人民法院インターネットドメイ

ンネームに関する民事紛争事件の審理における法律適用の若干

問題についての解釈｣第 4 条(二))。 

3  ｢インターネット情報サービス管理規則｣によれば、中国におけるイ

ンターネット情報サービスを提供するウェブサイトは経営性ウェブ

サイト及び非経営性ウェブサイトに分類されていますが、非経営性

ウェブサイトの場合には届出で足りるのに対して、経営性ウェブサ

イトは許可を取得しなければならず、経営性ウェブサイトを利用す

るための許可の取得には制限があります。 

4  WHOIS(フーイズ)とは、インターネットで利用されるドメインネーム

や IP アドレス、AS 番号などの資源の割当を受けた登録者のデー

タベースで、そのデータベースにアクセスするためのプロトコル及

                                                                                      
び UNIX コマンドをいいます。 

5  工業和信息化部及びその下部機関を指します。 

6  例えば｢http://tool.chinaz.com/｣等が、WHOIS 情報を取得可能な

ウェブサイトです。 

7  ｢非経営性インターネット情報サービス届出管理弁法｣第 5 条 

8  ｢非経営性インターネット情報サービス届出管理弁法｣第 23 条 

9 工業和信息化部のホームページ上に掲載されている｢工業和信息

化部からのお知らせ｣によります。 

10  例えば当該ウェブサイトで模倣品の販売などの詐欺行為を行って

いる場合は、これを理由として申立てることができます。 

11  申立人が商号権を有する場合に保護されるかについては、セン

ターの過去の事例では、① www.parker-pen.com ドメインに関す

る、申立人 parker pen products と被申立人蔡玉仁の間の紛争に

おいて、申立人の商標権がすでに無効になったため、商号権を先

行権利として保護することができないと裁定した事例、② 

www.showpoints.com ドメインに関する、申立人 Weight Watchers 

International Inc.と被申立人 Adam Jin の間の紛争において、申立

人の商号権を先行権利として保護することができると裁定した事

例があり判断が分かれています。 

12  ①から④の事情(これらに限定されない)がある場合は、悪意による

ドメインネームの登録・使用であることの証拠となります。 
13  ｢統一ドメインネームの紛争解決ポリシー｣第 4 条 

14  ｢中国インターネット情報センタードメインネーム解決方法｣第 9 条 

15  ｢統一ドメインネームの紛争解決ポリシー｣第 4 条、｢中国インター

ネット情報センタードメインネーム紛争解決弁法｣第 5 条、第 9 条 

16  ｢最高人民法院インターネットドメインネームに関する民事紛争事

件の審理における法律適用の若干問題についての解釈｣第 4 条

(ドメインネームの登録・使用等が違法となる場合) 
17  ｢最高人民法院インターネットドメインネームに関する民事紛争事

件の審理における法律適用の若干問題についての解釈｣第 5 条

(悪意の認定事由) 

18  ｢中国インターネット発展状況統計報告｣(2012 年 7 月) 

mailto:info@juristsoverseas.cn
http://tool.chinaz.com/
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